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Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター要旨 ２０２２年６月２４日号 

中国経済：景気指標の総点検 
（２０２２年夏季号） 
～４-５月期は前年比▲１％の 

マイナス成長も６月は回復へ 

 
 

 

 
 

ニッセイ基礎研究所 

 

中国経済は2020年のコロナ禍で前年

比2.2％増に落ち込んだあと、21年には

同8.1％増とＶ字回復に成功した。 

しかし今年3月、その中国を2年ぶりに

COVID-19の“第2波”が襲った。 

そして上海市が3月28日に事実上のロ

ックダウン（都市封鎖）に踏み切ったこと

で大打撃を受け、中国経済は失速した。 

しかし、4月13日に新規感染がピーク

アウトし、5月中旬には「復工復産（職場

復帰・生産再開）」に動きだし、6月1日に

はロックダウンを解除することとなった

ため、5月以降は正常化に向かいつつある。 

但し、コロナ再発の恐れは拭いきれない。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

現在の景気の方向性を表す景気評価総

括表を見ると、需要面では消費の代表指

標である小売売上高、投資の代表指標で

ある固定資産投資、そして輸出の3指標が

揃って5月には“×”から“〇”に転じた。 

他方、供給面の3指標はそれほど良くな

い。鉱工業生産は3ヵ月ぶりに“〇”に転

じたものの、製造業ＰＭＩ・非製造業ＰＭ

Ｉはともに“〇”に転じなかった。 

その他の景気指標を見ると、通貨供給

量（M2）が8ヵ月連続で“〇”を維持し

たものの、その他の3指標（電力消費量、

道路貨物輸送量、工業生産者出荷価格）は

“×”だった。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

なお、景気インデックス（鉱工業生産、

サービス業生産、建築業ＰＭＩを合成加

工して毎月の実質成長率を推計したもの）

は、4-5月期は前年同月比▲1％のマイナ

ス成長だった。 

しかし、6月には復工復産が進展して生

産が加速したのに加えて、インフラ投資

で建築業が動きだしリベンジ消費にも動

意が認められたため、6月はプラス成長に

戻るだろう。但し、どの程度かを計量的に

把握するのは難しいだけに、7月15日に

発表される4-6月期成長率に注目したい。 

 
「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください。 
  

中国の実質成長の推移 

（資料）ともに CEIC（出所は中国国家統計局）のデータを元に
作成 
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3 

1 

通貨供給量（Ｍ２）と社会融資総量 
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経済・金融フラッシュ要旨 ２０２２年６月２７日号 

ネット 

ジャーナル 

 

資金循環統計（２２年１-３月期） 
～個人金融資産は２００５兆円と２０００兆円の大台を維持、

企業の現預金は過去最高、海外勢が日本国債売り 

 
 

 

 

 

 

ニッセイ基礎研究所 

 

個人金融資産（２２年３月末）： 

前期比では１０兆円減 

2022年3月末の個人金融資産残高は、

前年比47兆円増（2.4％増）の2005兆円

となり、過去最高であった前期末（注1）に

続いて、2四半期連続で2000兆円の大台

を維持した。年間で見た場合、資金の純流

入が40兆円に達したほか、円安進行や海

外株高などを背景に時価変動（注２）の影響

がプラス6兆円（うち株式等がプラス1兆

円、投資信託がプラス6兆円）発生し、残

高増に寄与した。 
 

（注 1）今回、年に一度の訴求改定に伴い、2005 年
以降の計数が遡及改定されている。 

（注 2）統計上の表現は「調整額」（フローとストック
の差額）だが、本稿ではわかりやすさを重視し、
「時価（変動）」と表記。 

 

 

 

 

 

 

 

内訳の詳細： 

家計のリスク性資産への投資が進む 

1-3月期の個人金融資産への資金流出

入について詳細を確認すると、例年同様、

季節要因（賞与の有無等）によって現預金

が純流出（取り崩し）となったが、その規

模は4.7兆円減と例年（注3）をやや下回った。 

3月末の現預金残高は1088兆円と前

年同期を31兆円上回り、昨年12月末に

次いで過去2番目の高水準に留まってい

る。内訳では、流動性預金（普通預金など）

への純流入（3兆円）が進んだ一方、定期

性預金は純流出（5兆円）となった。 
 

（注3）直近5年（2017～2021年）の1-3月期の平
均は5.2兆円減。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他注目点：家計の資金余剰は高止まり、 

企業の現預金は過去最高、海外勢が国債売り 

1-3月期の資金過不足（季節調整値）を

主要部門別にみると）、家計部門の資金余

剰額が6.3兆円と前期（11.4兆円の資金

余剰）から縮小した。 

ただし、資金余剰の規模はコロナ前5を

明確に上回っている。 

今年の1-3月期もオミクロン株拡大を

受けてサービス消費が抑制されたことが

余剰額を押し上げたとみられる。 

 
 

 

 
  

経済・金融フラッシュの全文は、 

当事務所のホームページの「マクロ経済予測レポート」 

よりご確認ください。 

 

家計資産のフロー（各年１-３月期） 

1 

家計の金融資産残高(グロス） 

（資料）ともに日本銀行 

2 
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日本政策金融公庫 ２０２２年６月２７日公表 

 
 

 

［概況］ 小企業の売上ＤＩ（２月実績）は、マイナス幅が拡大 
  

 
 

●5 月の売上 DI は、4 月（▲3.7）から 9.5 ポイント上昇し、5.8 となった。 

6 月は 7.4 と、5 月に比べ 1.6 ポイント上昇する見通しとなっている。  
 

●業種別にみると、製造業（▲6.0→▲1.3)、非製造業(▲3.1→6.9)ともに上昇した。 

6 月は、製造業では▲6.2 とマイナス幅が拡大する一方、非製造業では 9.0 と上昇する 

見通しとなっている。  
 

●非製造業では、卸売業を除く全ての業種で上昇している。 

6 月は、小売業とサービス業、運輸業で上昇する見通しとなっている。 

 

売上ＤＩの推移（全業種計、季節調整値） 
 

 
2021 

5月 
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022 

1月 
2月 3月 4月 5月 6月 

実 績 ▲ 17.8 ▲ 22.3 ▲ 23.2 ▲ 38.7 ▲ 33.9 ▲ 25.2 ▲ 19.8 ▲ 7.7 ▲ 16.2 ▲ 29.4 ▲ 16.9 ▲ 3.7 5.8 - 

見通し ▲ 6.6 ▲ 22.3 ▲ 27.2 ▲ 29.2 ▲ 40.1 ▲ 25.0 ▲ 15.7 ▲ 16.1 ▲ 17.2 ▲ 32.9 ▲ 26.9 ▲ 14.6 5.2 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

全国小企業月次動向調査 
（２０２２年５月実績、６月見通し） 

 結 果 の 概 況 
 

売 上   1 

（注）１ 売上ＤＩは前年同月比で「増加」企業割合－「減少」企業割合 

２  は実績、 は見通し｡斜体は見通しの値を示す｡△は景気の山､▼は景気の谷､シャドー部分は景気後退期を示す.。 
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業種別売上ＤＩの推移（季節調整値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

●5月の採算DIは、4月からマイナス幅が4.8ポイント縮小し、▲3.5となった。 

●6月の採算DIは、0.3と上昇する見通しとなっている。 

 

採算ＤＩの推移（全業種計、季節調整値） 
   

 
2021 

5月 
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022 

1月 
2月 3月 4月 5月 6月 

実 績 ▲ 24.8 ▲ 23.7 ▲ 26.1 ▲ 34.8 ▲ 31.8 ▲ 25.3 ▲ 23.9 ▲ 23.9 ▲ 23.2 ▲ 26.2 ▲ 26.0 ▲ 8.3 ▲ 3.5 - 

見通し ▲ 19.9 ▲ 23.6 ▲ 23.9 ▲ 30.1 ▲ 35.7 ▲ 23.4 ▲ 21.7 ▲ 24.1 ▲ 22.4 ▲ 27.5 ▲ 25.3 ▲ 15.9 ▲ 3.0 0.3 

  

採 算   2 

（注）１ 網掛けは､前月から低下した数値。  （注）２ 季節調整は業種ごとに行っている。 
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●2022年6月の従業員過不足DIは、11.7となった。 
 

●業種別にみると、建設業が25.3と最も高く、次いで飲食店（19.6）、運輸業（14.9）の 

順となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
全国小企業月次動向調査（２０２２年５月実績、６月見通し）の全文は、 

当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。   

（注） 採算ＤＩは「黒字」企業割合－「赤字」企業割合。 

雇  用   3 

従業員過不足ＤＩの推移 

（注）１ このところ（３カ月程度）の仕事量からみた従業員数の過不足を尋ねたもの。 

２ 従業員過不足ＤＩは、「不足」企業割合－「過剰」企業割合。 

３ 調査期は、各年の3、6、9、12月。 
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業績回復に向け難局を乗り切る！ 

コロナ禍における 
中小企業の対応策 

    １．新型コロナウィルスが企業にもたらした影響          
    ２．コロナ禍における取り組みテーマと対応策       

    ３．テレワークへの対応するための人事労務管理のポイント    

    ４．コロナ禍において業績回復を実現した企業事例          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■参考文献 
 【内閣府】：月例報告（令和４年６月） 【総務省】：令和３年通信利用動向調査 

【書籍】：「アフターコロナの経営戦略」（森 泰一郎 著 翔泳社）「コロナ氷河期」（前川 孝雄 著 扶桑社） 

「社長！コロナを生き残るにはこの３つをやりなさい」（松本 光輝 著 あさ出版） 

「企業の人事・労務管理」（川崎 秀明、樋口 治朗、平澤 貞三、滝口 修一、亀谷 康弘 著 清文社）  

経 営 
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コロナショックによってさまざまな影響が生じている状況の中、業績低迷への対応や、テレワ

ークなど大きく変わってきた働き方への対応など、中小企業がこれらの難局を乗り越えるため

には、将来を見据えた経営戦略を立てることが必要です。 

「ウィズコロナ」を制するための戦略が自社の経営を左右するといっても過言ではありませ

ん。本レポートでは、中小企業が「ウィズコロナ」を見据えて何に取り組むべきか、また勝ち抜

くためにはどのような戦略が必要となっているのかについて解説します。 

 

 
 

2022 年 6 月 20 日に内閣府が発表した月例経済報告によると、「先行きについては、感染対

策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直し

ていくことが期待される。ただし、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動の抑制の影

響などが懸念される中での原材料価格の上昇や供給面での制約に加え、金融資本市場の変動等

による下振れリスクに十分注意する必要がある。」と述べており、持ち直しの兆しも見られます

が、まだ心配な状況が続いています。 

 

 
 

テレワークを導入している企業の割合は 51.9％に達し、今後導入予定がある企業を含めた

割合は、６割近くに達しています。産業別では「情報通信業」が 9 割以上、「金融・保険業」

で８割以上が導入しており、目的別で最も高いのが「新型コロナウイルス感染症への対応」

（90.5％）である一方、「業務の効率性（生産性）の向上」（27.6％）は、昨年より低下し

ています。（総務省 令和３年通信利用動向調査の結果より） 

  

 
 

逆境下において、中小企業はまず「ウィズコロナ」を乗り切ることが必要です。 

これは緊急的な対応策ともいえます。ウィズコロナ禍では、自社の事業を絞り込み、そこに集

中して経営資源を投資するということが必要です。 

多角的な事業展開を行っている企業や複数拠点を有している企業では、限られた資金を安定

している事業に集中的に投資することです。 

一方、不採算事業については、事業からの撤退という判断も必要といえます。これは、あくま

で緊急的な対応であり、ウィズコロナを勝ち抜くためには、自社がどのような事業によって成長

させていくのかを明確にするための、先を見据えた経営戦略を立てる必要があるといえます。 
  

２０２２年６月の月例報告     

1 企業経営情報レポート 

新型コロナウィルスが企業にもたらした影響 
 

ウィズコロナ禍において中小企業に求められる対応     

コロナ禍で導入が増加しているテレワーク      



 

８ 

 

 

 

 

コロナ禍で中小企業が取り組むべき新たな経営課題が浮き彫りになりました。それぞれの課

題への対応策を取らなければなりません。 

十分な対応が図られれば、自社の業績回復にもつながることが期待されます。 

 

■コロナ禍で中小企業が対応するべき３つのテーマ 

①新しい働き方への対応 

②中核業務の見直しを含めた経営戦略の見直し 

③DX（デジタルトランスフォーメーション）への対応 

 

（１）新しい働き方への対応 

多くの中小企業では、柔軟かつ多様な働き方への対応がまだ不十分といわれています。 

その結果、在宅勤務の導入や業務の効率化・生産性向上に繋がる対応は遅れ、コロナウィルス

の感染拡大を機に、硬直化した企業体制が表面化した問題となりました。ウィズコロナでは、こ

れまでのような働き方やマネジメント方法は通用しなくなる可能性もあります。 

これまでの経営方針や労働環境の在り方を一から是正し、従業員にとって柔軟かつ多様な働

き方ができる施策や制度を導入することが必要になります。 

 

（２）中核業務の見直しを含めた経営戦略の見直し 

これまで最適と思われてきた自社の経営資源や中核を担う事業の強み等について、再確認し

ておく必要があります。すでに、一部大手企業では、事業構造を変革し業績回復につなげた事例

も見られます。これまで通用していた手法も通用しなくなることも考えられますので、これから

の時代に則した経営体制を構築するために、既存の経営資源を最大限活用できるよう中核業務

の見直しを含めた経営戦略を立案することが重要です。 

自社が有する経営資源によって、どの市場をターゲットとするのか、自社の事業がどのように

地域社会に貢献ができるかを見直し、自社が抱えている課題がコロナ禍によって顕在化したこ

とを契機と捉えて、経営を抜本的に改革していくことが求められます。 

コロナ禍によって、ESG（環境、社会、企業統治）への取り組みも今後、重視されると思われ

ます。コロナ禍を機に、投資家は ESG の中でも、とりわけ「S（社会）」への関心が高まってい

るといわれます。感染拡大や収益力低下の局面において、投資家の判断軸になっているのが、社

員の働き方に配慮したか、従業員の雇用維持への対応です。 

これらの人材戦略も合わせて検討しておく必要があるといえます。 
  

2コロナ禍における取り組みテーマと対応策 
 

企業経営情報レポート 

コロナ禍で浮き彫りになった中小企業の新たな経営課題      



 

９ 

 

 

 

 
 

（１）テレワーク運用における時間管理 

リモートワークを活用した在宅勤務は、労使双方にメリットのある制度ですが、時間管理につ

いてはいくつかの留意点があります。在宅勤務の場合、自宅での勤務であるため、どうしても労

働時間とプライベートの時間が混在するという問題が発生してきます。 

在宅で勤務させる場合は、まず、労働時間についてしっかりと分けて勤務させるのか、勤務時

間とプライベートを混在させたまま労働時間を「みなす」ことにするのかについて検討する必要

があります。 
 

■リモートワーク運用における時間管理の留意点 

●勤務時間とプライベートを分けて勤務させる場合 

①勤務時間を明らかにします。（始業：午前９時、終業：午後５時、休憩：12 時～１時など） 

②自宅内で仕事専用の個室等を確保し、勤務とプライベートを切り離せる環境を整えます。 

③法定労働時間の制限を受けるため、原則１日８時間、週 40 時間を超える労働をした場合、時間

外労働として割増賃金を支払う必要があります。 

●労働時間とプライベートを混在させたまま労働時間をみなす場合 

①当該情報通信機器が､使用者の指示により｢常時通信可能な状態におくこと｣とされていないこと｡ 

②当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。 

 

（２）休憩時間の取り扱い 

在宅勤務の場合、「仕事中に手を休めている・ちょっとした家事・雑用をしているかもしれな

いので、休憩を与えているとしていいのではないか。」などと考えるかもしれません。 

しかし、事実上労働からの離脱がしやすい環境に置くことと、労働から離れることを権利とし

て補償していることとは異なります。 

リモートワークを行う労働者に対しても、１日の労働時間が 6 時間を超える場合は 45 分以

上、労働時間が 8 時間を超える場合は 60 分以上の休憩を与えなければなりません。 

 

（３）時間外・休日労働の労働時間管理について 

 労働基準法では次の通りになっています。 

 

実労働時間やみなされた労働時間が法定労働時間を

超える場合や法定休日に労働を行わせる場合 

 時間外労働・休日労働に関する協定（36 協定）の

締結、届出及び割増賃金の支払いが必要 

   

現実に深夜に労働した場合  深夜労働に係る割増賃金の支払が必要 
  

3テレワークへの対応するための人事労務管理のポイント 
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レポート全文は、当事務所のホームページの「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 

このようなことから、テレワークを行う労働者は、業務に従事した時間を日報等において記録

し、使用者は労働者の労働時間の状況を適切に把握し、必要に応じて労働時間や業務内容等につ

いて見直す必要があります。 

 

（４）長時間労働対策について 

リモートワークについては、業務の効率化に伴い、時間外労働の削減につながるというメリッ

トが期待される一方で、労働者が使用者と離れた場所で勤務をするため相対的に使用者の管理

の程度が弱くなる可能性があり、長時間労働を招く恐れも指摘されています。 
 
●メールの抑制 

時間外、休日又は深夜にメールを送付することの自粛を命ずる。 

●システムへのアクセス制限 

社内システムに外部のパソコン等からアクセスさせ、深夜・休日はアクセス不可に設定する。 

●リモートワークを行う際の時間外・休日・深夜労働の原則禁止 

リモートワークの趣旨を十分説明するとともに、時間外・休日・深夜労働の原則禁止や使用者に

よる許可制とすることや、就業規則に明記すること。 

●長時間労働等を行う労働者への注意喚起 

労働管理のシステムを活用して対象者に自動で警告を表示する方法がある。 

 

 

 

テレワークはオフィス勤務に比べて、上司は部下がどのような働き方をしているかを把握し

づらいという特有の課題があります。 

このテレワーク特有の課題を解決するためにも、以下のポイントに対応する必要があります。 
 

●仕事を振るときは期限を明確に設定する 

●タスクの完了をアウトプットで可視化する 

●テレワークでの朝礼・夕礼を取り入れる 

 

部下にタスクを割り振るときは、明確に期限を設定し、アウトプットをもってタスクの完了と

することで、タスク完了を可視化することができます。 

また、テレワークでの朝礼、夕礼を導入することで、その日１日どのような仕事をする予定で、

その結果がどうであったのかをチームで共有することができます。 

これには、在宅勤務でどうしても減ってしまう社員同士のコミュニケーションにもつながり

ますので、一石二鳥の対策と言えます。 

 
  

アウトプットの管理      



 

１１ 

ジャンル：労務管理 ＞ サブジャンル：会社と従業員の関係 

定年退職した社員を 
再雇用する場合 
 定年退職した社員を再雇用する場合の 

一般的な勤務条件について教えてください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

再雇用を実施している企業では、すべての定年退職者を再雇用するのでは

なく、再雇用を希望する退職者のうち、会社側が認める退職者に限って再雇

用に応じているところが多いようです。 
 

（１） 雇用契約 

雇用契約については、期限の定めのある契約（いわゆる有期雇用契約）の

形態で、契約期間を 1 年として、毎年、契約更新するケースが多いようで

す。労働時間については、正社員に比べて 1～2 時間短くしたり、残業をさせないなど、正社員

との違いを明確にしています。 
 

（２） 賃金水準 

賃金水準については、業種によって異なりますが、製造業の場合では退職時の 6 割程度が平

均的な水準になっています。ただし、再雇用する退職者が年金を受給している場合には、給与を

もらうことによって年金支給額が減額されるので、配慮が必要です。 
 

（３） 高年齢者雇用安定法の改正 

高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、令和

３年４月１日から施行されています。以下が主な改定内容ですが、あくまでも努力義務で、70

歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。 
 

①70 歳までの定年の引上げ 

②定年制の廃止 

③70 歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入 

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む） 

④70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 

⑤70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 

 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 

 b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業 
 

再雇用制度を導入するのであれば、再雇用の基準を策定しなくてはいけません。これらの基準

を策定するにあたっては、労使でよく協議することが必要です。 
  



 

１２ 

ジャンル：労務管理 ＞ サブジャンル：会社と従業員の関係 

派遣社員活用の留意点 

派遣社員を活用する上での留意点を教えてください。 

 

 

 

 
 
 
 

 

【留意点１：指揮命令について】 

実は派遣社員と派遣先企業には雇用関係はありません。雇用関係があるの

は派遣元企業と派遣社員の間ということになります。しかし、指揮命令権に

ついては派遣先企業にあるのが派遣契約の特徴です。 

つまり適切な指揮命令を派遣社員に与え業務にあたらせなければならな

いということです。ここが請負契約とは大きく異なります。 

指揮命令権が派遣先企業にある以上、その指示に従って起きた損害等につ

いては派遣先企業の責任ということになります。 
 

【留意点２：派遣社員の仕事の内容について】 

契約社員に命じることができる仕事は、原則として契約で定めたものに限られます。契約で定

めた業務以外の仕事を命じることはできません。ただし契約業務の付随的業務や周辺業務につ

いて必要な業務があるケースはあると思います。 

そのような場合は世間一般の常識や発生頻度により判断することになります。事前に派遣元

会社と相談し、派遣社員の意思を尊重したうえでの合意が必要です。派遣社員と派遣先企業のト

ラブルの大きな要因の一つが仕事内容が契約内容と違うということです。付随業務などについ

てはしっかりと派遣社員に説明して理解を得ることがトラブル防止にもつながります。 
 

【留意点３：派遣契約の内容の変更について】 

派遣契約の内容を派遣先の企業が一方的に変更することはできません。ただし、諸般の事情に

より勤務場所や就労日、就労時間などを変更する必要が生じたときは、出来るだけ早く派遣元会

社と話し合い、派遣社員の合意を得たうえで契約内容を変更することができます。 

三者間での合意が必要になるということがポイントです。例えば、数駅離れたところに事務所

を移転させる場合に、各々の派遣社員に同意してもらわない限り新しい事務所に出社させるこ

とができないということになります。また、派遣社員活用にはメリットとデメリットがあります。 
 

メリット 
・人件費が抑えられる 

・業績の変動によって柔軟に人員の増減ができる 

デメリット 

・人の出入りが激しくなる 

・社内にノウハウがたまっていかない 

・それぞれ派遣社員の能力は実際に働いてみないと分からない 

・社員と派遣社員の間でモチベーションの格差が生まれることがある  


